
マイナ保険証の登録解除申請をされた方へ 
 

■医療機関の受診について 

解除後に医療機関を受診する際には、保険証を提示してください。 

※ 保険証（70歳以上の方は保険証・高齢受給者証）を有していない場合、12月１日ま 

での場合には保険証の再発行を、12月２日以降の場合には資格確認書の交付を行いま 

すので、お申し出ください。 

   ※ マイナ保険証の解除により、限度額適用（食事療養標準負担額減額）認定証が必要

な方は、別途交付する必要がありますので、お申し出ください。 

 

■解除について 

ご提出いただいた解除申請については、１～２月ほどで国により解除がされ、その後、一 

定期間経過後、ご本人様のマイナポータルに反映されます。 

マイナポータル「健康保険証の利用登録の申込状況」からご確認ください。 

 

■他の健康保険に加入する予定のある方へ 

解除申請をされてから国により解除されるまでには一定期間を要します。他の健康保険に 

加入する場合、その加入の時期により、マイナ保険証保有者として認識されるおそれがある 

ため、マイナ保険証の解除申請をしていることについて、新たに加入する健康保険の担当の 

方へ直接お伝えください。 



マイナ保険証の登録解除を郵送により申請される方へ 
 

■送付書類 

マイナ保険証の登録解除を郵送により申請される場合、以下の書類を送付してください。 

本人が申請する場合 代理人の方が申請する場合 

①申請書 

②本人確認書類（写） 

①申請書 

②代理人の方の本人確認書類（写） 

③委任状（原本） 

■本人確認書類 

  本人確認書類は、【A】又は【B】を添付してください。 

区分 添付いただく数 例 

【A】 １点 個人番号カード・運転免許証・パスポート等 

【B】 ２点 健康保険証・介護保険証・年金手帳等 
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